
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る

移
動
の
自
由
と
新
型
コ
ロ
ナ
危
機

新
型
コ
ロ
ナ
危
機
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
加
盟

国
は
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
の
根
幹
で
あ
る
４
つ
の
生
産
要

素
の
自
由
移
動
、
す
な
わ
ち
「
４
つ
の
自
由（F
our

F
reedom

s

）」
を
大
幅
に
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
態
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
。
単
一
域
内
市
場
の
創
設

と
拡
大
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
双
方
向
貿
易
を
増
大
さ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
人
の
移
動
の
パ
タ
ー
ン
も
大
き
く

変
化
さ
せ
て
き
た
が
、
感
染
の
拡
大
に
よ
っ
て
多
く

の
国
が
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
再
導
入
し
、
財（
物

品
）の
自
由
移
動
も
妨
げ
ら
れ
て
き
た
。
シ
ェ
ン
ゲ

ン
協
定

（
注
１
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
次
の
危
機
下
で
圏
内

で
の
暫
定
的
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
例
外（
最
後
の

手
段
）と
し
て
認
め
る
措
置
を
取
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
。
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
再
導
入
の
判
断
は
加
盟

国
権
限
で
あ
り
、
加
盟
国
の
判
断
に
欧
州
委
員
会
は

意
見
の
公
表
が
可
能
だ
が
、
そ
の
措
置
へ
の
拒
否
権

発
動
は
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
で
最
初
に
深
刻
な
感
染
拡
大
に
襲
わ
れ
た
イ

タ
リ
ア
で
は
、
３
月
８
日
に
ミ
ラ
ノ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
な
ど
を
含
む
５
州
１４
県
の
封
鎖
が
発
表
さ
れ
、
当

初
４
月
３
日
ま
で
と
さ
れ
た
期
間
は
延
長
、
範
囲
も

全
国
土
に
拡
大
さ
れ
、
す
べ
て
の
生
産
・
産
業
・
商

業
活
動
が
禁
止
さ
れ
た（
現
在
は
条
件
付
き
再
開
）。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
ス
な
ど
、
イ
タ
リ
ア
と
国
境

を
接
す
る
国
々
が
そ
の
国
境
を
封
鎖
し
た
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
ら
の
国
々
に
対
し
て
国
境
封
鎖
を
実
施
す

る
国
々
、
そ
し
て
す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
て
国
境

封
鎖
を
行
う
国
々
が
現
わ
れ
た
。
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定

下
で
過
去
に
は
Ｇ
７
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
等
の
各
種
サ
ミ
ッ

ト
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
式
や
ツ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
、
シ
リ
ア
難
民
問
題
時

な
ど
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
暫
定
的
な
国
境
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
導
入
さ
れ
た
例
は
２
０
０
８
年
以
降
で

延
べ
２
０
０
超
あ
る
。
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
対

応
と
し
て
の
実
施
は
、
そ
の
う
ち
８０
ケ
ー
ス（
実
施

国
は
１７
カ
国
）を
超
え
、
例
外
的
な
事
態
を
物
語
る
。

移
動
制
限
と
旅
行
・
観
光
業

感
染
者
数
が
大
幅
な
減
少
に
転
ず
る
の
が
早
か
っ

た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
４
月
初
め
に
段
階
的
な
経
済
活

動
の
再
開
方
針
を
表
明
、
ド
イ
ツ
も
飲
食
店
を
含
む

店
舗
に
対
し
導
入
さ
れ
て
い
た
営
業
規
制
や
外
出
制

限
に
つ
い
て
、
大
規
模
緩
和
を
相
次
い
で
発
表
し
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、
５
月
１３
日
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
の

国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
５
月
１５
日
終
了
が
発
表
さ
れ

た
が
、
そ
れ
以
外
の
他
国
と
の
国
境（
陸
路
）と
イ
タ

リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
と
の
空
路
国
境
封
鎖
は
６
月
１５
日

ま
で
延
長
さ
れ
た
。
シ
ェ
ン
ゲ
ン
圏
外（
第
三
国
）か

ら
の
入
国
制
限
に
つ
い
て
は
欧
州
委
員
会
提
案（
以

下
）に
基
づ
き
１
カ
月
延
長
さ
れ
た
。

５
月
１３
日
、
欧
州
委
員
会
は
加
盟
国
に
対
し
段
階

的
な
旅
行
制
限
緩
和
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
提

言
を
公
表
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
第
三
国
か
ら
の

入
域
は
６
月
１５
日
ま
で
制
限
す
る
よ
う
勧
め
る
と
同

コ
ロ
ナ
危
機
下
で
の
人
の
移
動
制
限
と

Ｅ
Ｕ
の
産
業

（注１）シェンゲン協定：観光・出張などを目的とした短期滞在用の圏内共通の「シェンゲン・
ビザ」の保持者および日本など免除国のパスポート保持者に対し、圏内では原則出入国検査な
しに国境を越える自由を保障する協定。EU２７カ国のうち２２カ国とEFTA４カ国が締結
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時
に
、
制
限
緩
和
に
よ
る
安
全
性
確
保
の
た
め
に
、

疫
学
的
に
状
況
が
十
分
近
似
す
る
加
盟
国
間
で
の
相

互
的
緩
和
の
実
施
、
人
の
移
動
を
安
全
か
つ
段
階
的

に
再
開
す
る
た
め
の
各
種
方
策
、
宿
泊
業
に
お
け
る

ゲ
ス
ト
と
ス
タ
ッ
フ
双
方
の
た
め
の
保
健
ル
ー
ル
、

キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
旅
行
客
が
払
い
戻
し
か
旅
行
券
で

の
返
金
を
受
け
ら
れ
る
権
利
の
保
証
な
ど
が
細
か
く

示
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
に
は
で
き
る
限
り
早
い
段
階
で
旅
行
制
限
を

緩
和
し
た
い
事
情
が
あ
る
。
旅
行
・
観
光
業
は
Ｅ
Ｕ

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
９
・

５
％
を
占
め
る
。

２
０
１
９
年
に
は
、

Ｅ
Ｕ
経
済
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
成
長
率
１
・
４

％
に
対
し
、旅
行
・

観
光
業
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

成
長
率
は
２
・
３

％
で
あ
り
、
新
規

雇
用（
５
年
平
均
）

の
４
人
に
１
人
を

生
み
出
す
成
長
産

業
で
も
あ
る
。
６

月
か
ら
の
本
格
的

な
夏
の
観
光
シ
ー

ズ
ン
を
迎
え
る
に

あ
た
り
旅
行
・
観

光
業
の
正
常
化
へ

の
道
筋
を
付
け
た

い
と
い
う
意
図
が

あ
る
。

各
加
盟
国
に
と

っ
て
も
、
旅
行
・
観
光
業
の
再
開
は
重
要
で
あ
る
。

２
０
１
９
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
寄
与
額（
ド
ル
建
）世
界
上
位

１０
カ
国
の
う
ち
５
カ
国

（
注
２
）
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
る
。
特

に
問
題
な
の
が
、
観
光
業
へ
の
依
存
度
が
高
い
南
欧

諸
国
こ
そ
が
感
染
拡
大
の
著
し
か
っ
た
国
々
で
あ
る

点
だ（
図
表
１
参
照
）。

全
体
額
の
大
き
い
ス
ペ
イ
ン
・
イ
タ
リ
ア
の
ほ
か
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
へ
の
影
響
が
よ
り
大
き
い
の
が
、
全
労
働
者

の
４
人
に
１
人
が
同
産
業
に
従
事
し
て
い
る
ク
ロ
ア

チ
ア（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２５
％
が
旅
行
・
観
光
業
）、
旅
行
観

光
業
か
ら
の
収
入
を
大
幅
回
復
さ
せ
て
き
た
ギ
リ
シ

ャ（
同
２０
・
８
％
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル（
同
１６
・
５
％
）な

ど
の
国
々
で
あ
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
は
、
２
０
２
０
年

の
観
光
収
入
は
少
な
く
と
も
７５
％
減
と
の
試
算
も
出

て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
危
機
対
応
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
利
用
が

視
野
に
入
る
。

Ｅ
Ｕ
各
国
の
旅
行
・
観
光
客
の
半
分
以
上
は
域
内

か
ら
訪
れ
る
。
域
内
の
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
夏
の

ヴ
ァ
カ
ン
ス
シ
ー
ズ
ン
の
始
ま
り
を
遅
ら
せ
る
見
込

み
で
あ
る
こ
と
、
欧
州
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

は
法
的
拘
束
力
は
な
く
経
済
活
動
の
再
開
で
感
染
の

第
２
波
が
発
生
す
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
、

感
染
者
の
多
い
ス
ペ
イ
ン
が
示
唆
す
る
よ
う
に
全
面

的
な
国
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
解
除
の
見
通
し
が
立
た

な
い
こ
と
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
人
気
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
先
が

感
染
の
中
心
国
で
あ
り
人
々
の
旅
行
心
理
が
抑
制
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
企
業
業
績
や
雇
用
環
境
の
悪
化
か

ら
余
暇
や
娯
楽
へ
の
家
計
支
出
が
縮
小
す
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
等
か
ら
、
旅
行
・
観
光
業
の
全
面
的
な

回
復
ま
で
は
時
間
が
か
か
る
と
予
想
さ
れ
、
各
国
経

済
へ
の
影
響
は
大
き
い
。

格
差
と
分
断
の
拡
大
危
険

ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ア
を
含
む
南
欧
諸
国
は
、
も

と
も
と
が
対
外
純
債
務
国
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
単
一
市

場
と
単
一
通
貨
を
創
設
し
た
が
、
そ
れ
は
結
果
と
し

て
南
北
の
構
造
的
格
差
を
生
み
出
し
た
。
単
一
市
場

の
誕
生
に
よ
り
域
内
分
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が

促
進
さ
れ
た
結
果
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
経
済
へ
の
従
属
型
の
経
済
発
展
を
南
欧

と
中
・
東
欧
の
諸
国
に
定
着
さ
せ
た
。
単
一
通
貨
の

流
通
は
域
内
の
為
替
安
定
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ

（注２）ドイツ、イタリア、２０２０年１月３１日に離脱した英国、フランス、スペイン

図表１ 観光業のGDP・雇用寄与率（上位１０カ国および独仏）
■GDP寄与率（ドル建） ■雇用寄与率
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と
引
き
換
え
に
為
替
レ
ー
ト
を
通
じ
た
競
争
力
の
回

復
と
い
う
手
段
を
失
っ
た
。「
北
」
諸
国
は
高
い
１

人
あ
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
達
成
し
対
外
純
債
権
国
と
な
る

一
方
、「
南
」
の
危
機
国
は
Ｅ
Ｕ
平
均
を
下
回
っ
て

中
・
東
欧
諸
国
グ
ル
ー
プ
に
吸
収
さ
れ
巨
額
の
対
外

債
務
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
が
財

政
措
置
を
出
動
さ
せ
て
経
済
回
復
へ
の
道
筋
を
つ
け

た
と
し
て
も
、
そ
の
後
に
借
入
コ
ス
ト
の
増
大
に
直

面
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

加
え
て
、
ユ
ー
ロ
危
機
後
に
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す

る
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
加
盟
国
に
過
度
の
緊
縮
財
政
策

を
実
質
的
に
強
制
さ
れ
、
そ
れ
が
負
担
と
な
っ
て
経

済
成
長
に
転
じ
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
緊
縮
の
た
め
に
医
療
関
連
予
算
が
削
減
さ
れ
病

床
数
が
減
少
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
今
回
の
新
型
コ
ロ

ナ
が
襲
い
深
刻
な
医
療
崩
壊
が
発
生
し
た
こ
と
で
、

十
分
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
高
齢

者
を
中
心
と
す
る
多
く
の
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
は
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
た
。
年
金
等
社
会

保
障
費
の
削
減
や
増
税
を
強
い
ら
れ
て
き
た
国
の
有

権
者
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
危
機
へ
の
対
応
を
通
じ
て

さ
ら
に
「
北
」
諸
国
へ
の
不
信
と
不
満
が
募
れ
ば
極

右
・
極
左
へ
の
さ
ら
な
る
支
持
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政

治
の
拡
大
を
招
く
だ
ろ
う
。

労
働
力
の
移
動
と
農
業

人
の
移
動
制
限
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
わ
た

る
混
乱
に
よ
り
短
期
移
住
労
働
者
、
特
に
季
節
労
働

者
に
大
き
く
依
存
す
る
農
業
部
門
で
は
農
作
物
の
収

穫
に
十
分
な
労
働
者
を
確
保
で
き
な
い
な
ど
の
問
題

に
直
面
し
て
い
る
。
季
節
労
働
者
の
場
合
に
は
ヤ
ミ

労
働
も
多
く
正
確
な
数
の
把
握
は
困
難
だ
が
、
こ
こ

で
は
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
を
引
用
し
た
い
。
季
節
労

働
者
は
域
内
の
加
盟
国
間
で
移
動
す
る
労
働
者
と
、

第
三
国
か
ら
の
労
働
者
に
分
け
ら
れ
る
。
欧
州
委
員

会
統
計
局（E

urostat

）に
よ
れ
ば
、
前
者
は
東
欧
諸

国
が
主
な
送
り
出
し
国
で
あ
り
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
ブ

ル
ガ
リ
ア
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
Ｅ
Ｕ
の
な
か
で
も
所

得
水
準
の
低
い
国
々
か
ら
短
期
的
に
移
住
し
、
農
業

部
門
で
就
労
す
る
こ
と
が
多
い
。
後
者
は
国
に
よ
っ

て
送
り
出
し
国
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で

は
モ
ロ
ッ
コ
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
で
は
北
ア
フ
リ
カ
な

ど
か
ら
の
受
け
入
れ
が
多
い
。
主
な
受
け
入
れ
国
は
、

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
で
あ
る
。

各
国
は
独
自
の
対
応
策
を
模
索
し
て
い
る
。
２０
万

人
が
不
足
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
農
業
大
臣
が
国
民
に

対
し
て
地
域
の
農
業
分
野
で
の
臨
時
就
業
を
呼
び
か

け
、
そ
れ
に
２０
万
人
以
上
の
応
募
が
あ
っ
た
と
報
じ

ら
れ
た
。
１０
万
人
の
不
足
が
伝
え
ら
れ
た
ド
イ
ツ
で

は
、
４
月
２
日
に
農
業
分
野
の
季
節
労
働
者
に
限
り

入
国
禁
止
を
一
部
解
除
し
、
４
月
と
５
月
に
最
大
４

万
人
の
入
国
を
認
め
る
政
策
を
発
表
し
た
。
離
脱
し

た
英
国
も
８
万
人
の
不
足
に
対
し
て
、
東
欧
諸
国
か

ら
季
節
労
働
者
を
乗
せ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
機
を
飛
ば
す

な
ど
労
働
力
の
確
保
に
必
死
で
あ
る
。
一
方
で
、
最

大
２５
万
人
の
不
足
と
試
算
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
は
一
時

的
な
労
働
許
可
を
証
明
書
の
提
出
な
し
に
発
給
す
る

と
発
表
、
７
万
〜
８
万
人
が
不
足
す
る
と
い
わ
れ
る

ス
ペ
イ
ン
も
急
遽
新
た
な
受
け
入
れ
を
進
め
る
と
発

表
し
た
が
、
開
始
は
６
月
３０
日
と
他
国
に
後
れ
を
取

る
。
春
か
ら
初
夏
に
収
穫
の
最
盛
期
を
迎
え
る
農
作

物
は
多
く
、
ド
イ
ツ
や
Ｅ
Ｕ
主
要
国
の
農
業
部
門
は

こ
れ
ら
季
節
労
働
者
な
し
に
は
産
業
が
立
ち
行
か
な

い
。
収
穫
が
間
に
合
わ
ず
農
産
物
価
格
が
上
昇
す
れ

ば
、
金
融
緩
和
と
の
相
乗
効
果
で
景
気
後
退
局
面
で

の
消
費
者
物
価
上
昇
、
す
な
わ
ち
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。

Ｅ
Ｕ
経
済
全
体
の
先
行
き
は
厳
し
い

も
と
も
と
不
振
だ
っ
た
経
済
を
支
え
て
い
た
サ
ー

ビ
ス
業
が
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
で
著
し
い
打

撃
を
受
け
、
今
後
の
景
気
見
通
し
は
非
常
に
厳
し
く

な
っ
た
。
特
に
多
く
の
加
盟
国
で
成
長
傾
向
に
あ
っ

た
旅
行
・
観
光
業
に
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が

大
き
い
。
今
後
、
中
小
企
業
の
倒
産
が
増
加
す
れ
ば

失
業
率
の
上
昇
が
起
こ
る
。
農
業
な
ど
一
時
的
に
労

働
力
が
不
足
す
る
部
門
へ
の
就
業
転
換
が
進
む
か
と

い
う
と
、
肉
体
労
働
か
つ
低
賃
金
と
い
う
条
件
が
影

響
し
て
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
機
械
の
操
作
な
ど

に
経
験
が
必
要
と
の
指
摘
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は

現
在
、
部
分
的
失
業
制
度
と
呼
ば
れ
る
制
度
に
基
づ

き
、
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
労
働
者
は
失
業
前
の

手
取
り
額
の
８４
％
に
当
た
る
手
当
を
受
け
取
れ
る
。

も
と
も
と
労
働
者
保
護
の
手
厚
い
国
が
多
い
Ｅ
Ｕ
で

は
、
無
理
に
低
賃
金
労
働
へ
就
く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
高
い
と
は
い
え
な
い
。
国
に
よ
っ
て
は
必
要
な
労

働
の
８
割
を
他
国
か
ら
の
季
節
労
働
者
に
頼
っ
て
き

た
農
業
モ
デ
ル
が
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
。

今
次
の
危
機
に
よ
る
南
北
の
分
断
拡
大
を
回
避
す

る
た
め
に
は
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
危
機
対
応
策
と
し
て

新
た
に
打
ち
出
さ
れ
た
加
盟
国
間
で
の
財
政
的
連
帯

の
枠
組
み
が
適
切
に
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
長
期
的
に
は
こ
れ
ま
で
財
政
の
安
定
性
と
健

全
性
へ
偏
っ
て
い
た
政
策
か
ら
需
要
拡
大
を
重
視
す

る
方
向
へ
重
心
を
向
け
ら
れ
る
か
も
ポ
イ
ン
ト
で
あ

ろ
う
。
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